
 

 

  

 

● 草津栗東防犯自治会  ℡０７７－５５１－０１０９ ● 草津警察署  ℡０７７－５６３－０１１０ 

7 月13日、草津･栗東両市の地域安全連絡所責任者･地域安全指導員約

300名が参加し、草津市立アミカホールで合同研修会を開催しました。 

当日は研修会に先立ち、防犯功労者(３名)･防犯功労団体(２団体)の表彰

が行われました。長年地域の防犯活動に貢献され、表彰を受けられた皆様

の昼夜を問わないご活躍に感謝申しあげます。 

表彰を受けられた皆様、おめでとうございます。 

個人功労者 

國松 哲朗 様（栗東市）太田 一郎 様（栗東市） 

大隅 勝 様 （栗東市）  

優良防犯団体 

綣防犯ボランティア （栗東市） 

草津防犯パトロール隊（草津市） 

 また研修会では、草津警察署生活安全課の岡田課長より、

「地域安全連絡所責任者･指導員の役割について」の説明があ

り、その後、滋賀県警察防犯アドバイザーの山本芳則氏より、

「特殊詐欺に遭わないために」をテーマに講演がありました。

詐欺被害に遭わないためには「ひょっとしたら もしかした

ら」と、落ち着いて考えて、あわてて即答・即行動しない。

警察や周りの人に必ず相談するといった内容の話に、参加者

は真剣に聞き入っていました。 

 

 

「あ」→ あわてない 

「い」→ 一度電話を切る 

「う」→ 疑ってみる 

「え」→ 遠慮せず相談する 

「お」→ お金は送らない、 

手渡さない、振り込まない 

 

「サイトの利用料金が未納」と

いった嘘のメールを送りつけ、連

絡してきた人に「支払え 

ないと裁判になる」等 

と動揺させ、コンビニ 

エンスストアで電子マ 

ネーの購入を指示します。 

警察官･金融庁職員等をかたり

「犯人が持っていた名簿に貴方の

名前が」「クレジットカードが使わ

れている」「口座から現金を引き出

されている」等と動揺させ、高齢者

宅でキャッシュカードを騙し取っ

たりします。 

６月下旬、草津市内の高齢者宅

に銀行協会を名乗る男から、「キ

ャッシュカードを変更する必要が

ある」等と言われ、それを信じて

自宅に来た男にキャッシュカード

を渡してしまい、100 万円を引き

出されてしまいました。 

また、別の 

高齢者も同 

様の手口で 

70 万円を 

引き出され 

てしまいま 

した。 

 

県内では、７月１日～７月 10 日までの 10 日間において、メールを使

った「サイト利用料金未納名目の架空請求詐欺」や、高齢者を狙った「オ

レオレ詐欺」被害が連続発生したことから、注意報が発令されました。 



 

 

【主な犯罪発生件数】 

・空き巣等･････ １０件  

・ひったくり･･･  0 件 

・自転車盗････  ３１件  

(うち施錠なし ２１件) 

・万引き ･････  １０件 

・自販機ねらい･･･ ０件 

・車上ねらい････ ２件  

・オートバイ盗･･･ １件 

・器物損壊･･････ ５件  

 

 

6 月11日、草津警察署が栗東市の治田西第一学童

保育所と金勝学童保育所において、職員を対象に不審

者対応訓練と防犯講話を行いました。警察官が不審者

に扮し施設内に侵入、職員がさす又で対応、児童の避

難誘導、警察への通報など役割分担して対応するな

ど、緊張感をもって実施しました。 

また、７月12日にも、草津市の玉川幼稚園で同様

の訓練を実施しました。訓練終了後、おまわりさんか

ら園児たちに、「知らない人には、ついて行かない」

等「いかのおすし」を中心にお話をしました。 

6 月28日、草津警察署が草津市立少年センター・

あすくる草津と合同で草津市立新堂中学校の１年生

を対象に、非行防止教室を行いました。犯罪の入口と

なる万引きがなぜいけないのかや、インターネット犯

罪に遭わないために注意すること等、スライドや

DVD を観ながら学習をしました。また７月 5 日には、

県警本部サイバー犯罪対策課と草津警察署、大学生ボ

ランティア「Right」が合同で、栗東市立治田小学校

の６年生と保護者を対象に、サイバー犯罪に遭わない

ための学習をしました。この教室は夏休みに入るまで

の期間に、草津栗東両市の小中学校において順次開催

されました。 

 

。 

 ７月１日、県警本部と草津署は、イオンモール草津の

女性従業員を対象に、護身術訓練を実施しました。夜間

の退社･帰宅時におけるチカン等性犯罪の被害防止を目

的に、防犯意識の高揚や、緊急時に身を安全に守る対応

要領の習得を図りました。今回の訓練はセントラルコー

トで実施し、買い物客らも自由に見学できました。 

明るい道を通って二人以上で帰る 

ブザーを手に持ち防犯対策 

ながら歩きは絶対しない 

いつでも周囲を確認する 

計画的に利用しよう 

 
いたずらや 

嫌がらせをしない 

助けを求める 

 ６月 17 日、年金の支給日に伴い、JR 草津駅東口

２階広場、西友南草津店前、アル･プラザ栗東前にて、

草津警察署と警友会草津支部、セキスイハイム近畿社

員、草津市、栗東市が合同で特殊詐欺被害防止の啓発

を実施しました。７月 10 日には、栗東市川辺の川辺

住宅ふれあいサロンにて栗東市まちづくり出前トー

クを実施、13 日には、栗東市上砥山の三和サロンで

草津警察署レイクサイドプロジェクトチームによる

寸劇で、それぞれ特殊詐欺被害防止等について学びま

した。 


